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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の屋根の棟部に設けられる棟構造であって、
　棟部には棟構造内部と軒から棟に至る屋根裏面とを連通する空気層を形成し、
　前記棟構造を形成する換気面は、横向きの複数のルーバーを、換気部である所定間隔を
隔てて上下方向に多数段連続させて形成してなり、
　少なくとも１つ以上の換気部は、棟構造内部の空気を棟構造外部へ導出する導出部であ
り、該導出部は、換気部を挟んで対向する端縁の風上に、換気面を形成するルーバーの１
つ以上に取り付けた起立状部を設けていることを特徴とする建築物の屋根の棟構造。
【請求項２】
　屋根は、太陽電池にて構築されていることを特徴とする請求項１に記載の建築物の屋根
の棟構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、棟構造の換気面への風の吹き付けを効率よく利用して小屋裏や屋根の裏面側
で温められた空気を棟構造から速やかに排出し、棟部構造内に滞留する熱量を強制的に放
出することができ、例えば屋根が太陽電池で構成される際にも、太陽電池セルの温度上昇
による発電効率の低下を防ぐことができる建築物の屋根の棟構造に関する。
【背景技術】



(2) JP 6099317 B2 2017.3.22

10

20

30

40

50

【０００２】
　建築物は、日照等によって内部の空気が温められ、その空気は温度差による自然対流に
よって上昇し、建築物内の高い位置である小屋裏（棟部）に滞留しやすいものであった。
　また、建築物の棟部は、屋内側や屋根裏面の温められた空気を排出するために開口部が
設けられ、その開口部を覆う棟構造とすることで換気を行うものであった。
　近年、太陽光を屋根に設置することが進められているが、太陽電池の裏面においても上
記と同様な「高温」の問題が生じている。そして、太陽電池は、高温になることで発電効
率が低下するという問題がある。
【０００３】
　例えば特許文献１などには、換気棟の内部を小屋内部や屋根裏面と連通させることによ
り、温められた空気が上昇する自然対流により、排気することができる換気棟が記載され
ている。
　また、特許文献２には、軒先側から導入した空気を太陽電池の裏面側を通し、棟頂部に
位置する小屋裏にてファンを稼働して排気する構成が記載されている。
　さらに、特許文献３には、太陽電池を設置した屋根構造が記載され、軒先から外気を導
入し、棟部で排出する構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－３６６４８号公報
【特許文献２】特開２００１－９０２９６号公報
【特許文献３】特開平１１－４４０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１の棟構造では、前述のように自然対流によって排気され
るものであるため、十分な通気（換気）が行われず、極めて効率が悪いものであった。
　また、前記特許文献２では、ファンを稼働して積極的に排気するものであるが、所定の
効果を得ようとすると、ファンの稼働時間も長くなり、ファンの稼働に伴う熱量も発生す
るため、有効な方法とは言えないものであった。
　さらに、前記特許文献３では、軒先からの外気の導入量によって棟部からの排出量が左
右され、効率的なものでない。また、このような軒先から導入する仕様にあっては、その
大半が導入部が下向きであるため、空気層内の空気を常に排出できるほどの導入量は期待
できないものであった。
【０００６】
　そこで、本発明は、ファンのような電気設備を用いることなく、棟構造の換気面への風
の吹き付けを効率よく利用して小屋裏や屋根の裏面側で温められた空気を棟構造から速や
かに排出し、棟部構造内に滞留する熱量を強制的に放出することができ、例えば屋根が太
陽電池で構成される際にも、太陽電池セルの温度上昇による発電効率の低下を防ぐことが
できる建築物の屋根の棟構造を提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記に鑑み提案されたもので、建築物の屋根の棟部に設けられる棟構造であ
って、棟部には棟構造内部と軒から棟に至る屋根裏面とを連通する空気層を形成し、前記
棟構造を形成する換気面は、横向きの複数のルーバーを、換気部である所定間隔を隔てて
上下方向に多数段連続させて形成してなり、少なくとも１つ以上の換気部は、棟構造内部
の空気を棟構造外部へ導出する導出部であり、該導出部は、換気部を挟んで対向する端縁
の風上に、換気面を形成するルーバーの１つ以上に取り付けた起立状部を設けていること
を特徴とする建築物の屋根の棟構造に関するものである。
【０００８】
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　また、本発明は、前記棟構造において、屋根は、太陽電池にて構築されていることを特
徴とする建築物の屋根の棟構造をも提案する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の建築物の屋根の棟構造は、少なくとも１つ以上の換気部の風上側に起立状部を
設けることで導出部とすることができ、該導出部にて棟構造内部の空気を棟構造外部へ導
出することができ、棟構造内部及び屋根裏面の空気層の空気の流れを著しく速め、外気温
の影響を室内に及ぼすことがなく、例えば夏季には涼しく、冬季には暖かい室内環境の建
築物とすることができる。
　しかも起立状部は、屋根面に取り付けるものではなく、換気面を形成するルーバーの１
つ以上に取り付けるので、屋根の仕様に何等影響を受けるものでもなく、取付や交換も極
めて容易に実施することができる。
【００１１】
　また、屋根が太陽電池にて構築されている場合には、太陽電池裏面の温められた空気及
び熱量を放出することで、太陽電池セルの温度上昇を抑え、発電効率の低下を防ぐことが
できる。
　この場合も起立状部は太陽電池やその固定部材等に取り付けるものではなく、換気面を
形成するルーバーに取り付けるので、太陽電池やその固定部材等の仕様に何等影響を受け
るものでもないので、取付や交換も極めて容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（ａ）屋根が太陽電池を用いた屋根構造である本発明の第１実施例の棟構造を示
す側断面図、（ｂ）第１実施例における起立状部による風の導出作用を示す拡大断面図で
ある。
【図２】（ａ）屋根が外壁通気構造である本発明の第２実施例の棟構造を示す側断面図、
（ｂ）第２実施例における起立状部による風の導出作用を示す拡大断面図である。
【図３】（ａ）～（ｆ）ルーバー形状の実施バリエーションを示す側断面図である。
【図４】（ａ）～（ｈ）起立状部の取付バリエーションを示す側断面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）導出部の配列バリエーションを示す側断面図である。
【図６】（ａ）～（ｆ）その他のバリエーションを示す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の建築物の屋根の棟構造は、建築物の屋根の棟部に設けられる棟構造であって、
屋根の裏面には軒から棟に連通する空気層が形成され、該空気層を棟構造内部と連通させ
、棟構造を形成する換気面は、横向きの複数のルーバーを、換気部である所定間隔を隔て
て上下方向に多数段連続させて形成してなり、少なくとも１つ以上の換気部は、棟構造内
部の空気を棟構造外部へ導出する導出部であり、該導出部は、換気部を挟んで対向する端
縁の風上に起立状部を設けていることを特徴とする。
　この構成により、少なくとも１つ以上設けた導出部にて棟構造内部の空気を棟構造外部
へ導出することができるので、棟構造内部と連通する空気層の空気の流れを著しく速め、
外気温の影響を室内に及ぼすことがなく、例えば夏季には涼しく、冬季には暖かい室内環
境の建築物とすることができる。
【００１４】
　本発明に用いる棟構造は、換気面が、横向きの複数のルーバーを換気部である所定間隔
を隔てて上下方向に多数連続させて形成してなる構成である。この換気面を構成するルー
バーとしては、複数の折曲部分を有する成形体でも、湾曲部分を含む成形体でもよく、特
に形状を限定するものではないが、後述する図示実施例に用いたルーバーのように傾斜角
度が相違するものの複数の下り傾斜面にて形成される成形体を用いることが望ましく、ま
た外面側と内面側との二重に取り付けるようにしてもよい。
【００１５】
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　隣接するルーバー間に形成される所定間隔の換気部は、下方から吹き上げる風に直交す
る方向、略水平状の横向きに形成される。この換気部は、後述する起立状部を形成する位
置によって、棟構造内部の空気を棟構造外部へ導出する導出部となったり、逆に棟構造内
部へ棟構造外部の空気を導入する導入部となったりもする。なお、この換気部には、パン
チング、メッシュ、網等の空気の流れを阻害しないものであればごみ等の侵入を防止する
部材を配してもよい。
【００１６】
　起立状部は、換気部を挟んで対向する端縁の風上に設けるものであって、換気面への風
の吹き付けを上方へ導く乱流を形成することにより、棟構造内部の空気を棟構造外部へ吸
い出すように導出する役割を果たす。
　この起立状部は、全ての換気部に設けるものであっても、部分的に設けるものであって
もよい。また、隣接する或いは複数のルーバーを跨ぐように設けるものであってもよい。
また、起立状部は、ルーバーの横辺に対して全長に亘って設けるものでも部分的に設ける
ものであってもよい。更に、起立状部は、換気面に対して略鉛直状であっても、内側（軒
側）、外側（棟側）への傾斜状であってもよい。
　また、起立状部は、ルーバーに予め一体状に設ける（当該ルーバーを変形することを含
む）ものであっても、別体からなる起立状部をビス、ボルト・ナット等の締着や嵌合、係
合、接着或いはこれらを併用してルーバーに取り付けるものであってもよい。
【００１７】
　本発明の棟構造を適用する屋根としては、屋根の裏面に、軒から棟に連通する空気層が
形成される構造を有するものであればよく、該空気層を棟構造内部と連通させる。このよ
うな屋根としては、内壁に透湿防水シートを貼り付け、外壁との間に通気層を設ける屋根
構造や裏面側に空気層を介して屋根材を兼ねる太陽電池を取り付ける屋根構造などを例示
できる。
【００１８】
　下層材又は壁としては、既存の瓦、スレート、金属等の公知の屋根であっても、新たに
敷設される瓦、スレート、金属等からなる屋根であっても、太陽電池の裏面側に屋根とし
ての雨仕舞性能を有するものであれば、その仕様を問うものではなく、例えば塩ビ等の防
水シートからなる防水層でもよい。また、金属（板）等によって構成される既存もしくは
新設の屋根は、横葺き状、縦葺き（瓦棒葺き、平滑状等）、折板等の如何なるものであっ
てもよい。
【００１９】
　太陽電池としては、結晶系等の太陽電池セルをガラス等に積層させてモジュール化した
ものであっても、アモルファス等の薄膜のものであってもよく、薄膜等にあっては、基材
となる金属板等に一体化してシート状（板状）或いはボード状にしたものでもよい。
　また、太陽電池は、上記のモジュール、シート、ボード等をそのまま敷設するものでも
、周縁に枠体（フレーム）を配して敷設するものでもよい。また、発電量を増大させるた
めに両面受光（発電）型の太陽電池を用いてもよく、この場合、太陽電池の下方に反射部
を介在させればよく、下層材が兼用するものでも別途設けるものでもよい。
【００２０】
　前記両面受光型のセルの下方に設けられる反射部は、太陽光を反射させてセルの裏面側
へ太陽光を照射するものであって、例えば全面に設けるものでも部分的に設けるものでも
よい。材質等にあっても、鉄、ステンレス、アルミ等の鋼板や銅板、或いは表面処理鋼板
や塩ビ等の被覆鋼板でもよく、板状、フィルム状でもよい。また、硬質樹脂板や樹脂シー
ト、アスファルト等の含浸シートでもよい。上記反射部は、白、シルバー等に塗装された
ものでも、反射性(光沢を含む)のトップコートを施したものでもよく、表面に鏡面仕上げ
を施したもの、これらの態様を複数兼ねるものでもよい。さらに、反射部は、略平坦状の
ものでも、角波状、円弧状でもよい。また、新設・既設屋根上に両面受光型モジュールを
配設する場合、上述のような反射部を別途に又は新規に用いるものでもよいし、対象領域
に相当する領域上に反射性能を有する塗料等を塗布して反射部を形成するものでもよい。
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　また、反射部（材）を別途設ける場合、横桟又は縦桟の配設間隔に配する態様でも、太
陽光を反射する部分（面板部）についても、平坦状でも、連続（角）波状でもよい。なお
、この反射部を横桟又は縦桟の配設間隔に配する態様では、端縁を立ち上げ、縦桟間又は
横桟間に嵌め付けるもの、縦残又は横桟等に係止させてもよく、ビス等で固定するもので
もよい。
【実施例１】
【００２１】
　図１（ａ）に示す本発明の第１実施例は、太陽電池１にて構築される屋根の裏面側に、
軒から棟に連通する空気層１０が形成され、該空気層１０を棟構造４内部と連通させ、該
棟構造４を形成する換気面４０は、横向きの複数のルーバー４１を、換気部４２である所
定間隔を隔てて上下方向に多数段連続させて形成してなり、最も下方に位置する換気部４
２は、棟構造４内部の空気を棟構造４外部へ導出する導出部２ａである。そして、最下段
に位置するルーバー４１IIとして、立ち上げ片４１１（＝起立状部３）を備えるものを固
定してその棟側に位置する換気部４２を導出部２ａとした構成である。
【００２２】
　前記棟構造４は、右半を省略して示しているが、屋根の棟部に跨って略山形状を形成す
る左右の傾斜側面状の換気面４０を主体とする。そして、金属板材等を適宜に折曲して断
面が略Ｓ字状に形成される複数のルーバー４１を、上下方向に多数段連続させ、端部に傾
斜状に組み付けられる補助固定材４３の外面側及び内面側に固定した構成である。なお、
図中に示す符号４４は、左右の補助固定材４３を突き合わせた頂部に取り付ける頂部化粧
材であって、外面側及び内面側のそれぞれの最上方に位置するルーバー４１，４１に跨る
ように固定されている。
　前記ルーバー４１は、上端及び下端にそれぞれ折り返し部が設けられ、補助固定材４３
の外面側に固定されている各ルーバー４１は、外面側から見て上半に凸部が、下半に凹部
が位置するように配設され、しかも各ルーバー４１の上端は上段側のルーバー４１の凹部
内に非接触状に位置し、下端が下段側のルーバー４１の凸部内に非接触状に位置するよう
に配設されている。また、補助固定材４３の内面側に固定するルーバー４１は、補助固定
材４３の外面側に固定するルーバー４１と略対称状となるように取り付けられている。
　この構成の棟構造４では、外面側の各換気部４２の開放部分が上方へ向くように形成さ
れているため、棟構造４内に滞留する空気が上昇による排出を行いやすくした構成とし、
侵入した雨水は内面のルーバー４１によって室内側に侵入することなく下方へ排出（導く
）構造となっている。
　そして、この棟構造４を構成するルーバー４１のうち、最も下方に位置するルーバー４
１IIとして、その上端を外側上方へ立ち上げ（立ち上げ片４１１）、この立ち上げ片４１
１を略垂直状の起立状部３とした。
【００２３】
　この図１（ａ）の棟構造では、白抜き矢印にて示すように軒側下方から棟側上方に向か
って風（吹き上げ風）が吹いているため、風上側とは下方を指し、前述のようにその上端
を外側上方へ立ち上げて起立状部３（立ち上げ片４１１）としたルーバー４１IIを最も下
方に位置させることにより、その上方に位置する換気部４２が、棟構造４内部の空気を棟
構造４外部へ導出する導出部２ａとなる。
　この起立状部３による空気の流れを、図１（ｂ）の拡大図にて説明すると、吹き上げ風
Ｗ１が起立状部３に吹き付けられて上方へ向かう風Ｗ２となり、巻き戻る風Ｗ３となった
り他の風の流れと共に流れる風Ｗ４となるが、起立状部３に当たった風が上方に乱流を起
こし、換気部２上端を減圧状態とするため、棟構造４内部の空気が棟構造４外部へ吸い出
される導出部２ａとして作用することが実験によりわかった。そして、棟構造４内部は、
太陽電池１の裏面側の軒から棟に連通する空気層１０と連通しているので、図１（ａ）に
て破線矢印にて示す空気の流れが促進され、太陽電池１裏面の温められた空気及び熱量を
放出することで、太陽電池１の温度上昇を抑え、発電効率の低下を防ぐことができる。
【００２４】
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　この第１実施例における屋根は、太陽電池１にて構築される屋根構造が、雨仕舞い性能
を有する下層材（既設屋根）６上に後述する持出部材７Ａや支持部材７Ｇ等を介して構築
された構成であって、これらの太陽電池１の構成、下層材６の構成について以下に簡単に
説明する。
【００２５】
　前記下層材（既設屋根）６は、Ｃ形鋼からなる躯体６Ａの上に、木毛セメント板等の下
地材６Ｂ、防水シート６Ｃが敷設されて下地を構成し、該下地の上に断熱材６Ｄ及び流れ
方向に沿う金属垂木６Ｅ（固定材６Ｆ、その固定具６ｇ）が取り付けられ、その上に下層
材（外装材）６として、横葺き外装材が施工されている。この下層材６は、面板部６１の
水上側端部に表面側へ略く字状に折り返して形成した被重合部６３が形成され、水下側端
部には裏面側へ略コ字状に折り返して形成した重合部６２が形成され、下段側の外装材６
の被重合部６３に、上段側の外装材６の重合部６２を重合状に係合させると共にピース状
の吊子６Ｈにて下地上に固定されている。
【００２６】
　前記下層材（既設屋根）６の重合部分に、前記下地に沿う固定部の水上端縁を水下側か
ら挿入するように持出部材７Ａがビスである固定具７ｂにて固定され、Ｌ字材７Ｄ及び左
右方向に配設する略矩形柱状のレール材７Ｆを介して流れ方向に連続する支持部材７Ｇが
固定されている。
　前記持出部材７Ａの上面及び前記レール材７Ｆの水下側の側面には、それぞれ長さ方向
に溝部が形成され、該溝部にそれぞれボルト材の頭部を収納した状態でスライド可能であ
り、ナットを締め付けて留め付けることができる。図中、７ｅは、持出部材７Ａ、レール
材７Ｆの各溝部に取り付けられたボルトナットである。そのため、何れかのボルトナット
７ｅを緩めた状態で左右方向に適宜に位置調整が可能であり、締め付けることでレール材
７Ｆ及びその上の支持部材７Ｇを所望の位置に固定することができる。
【００２７】
　このような構造を有する第１実施例の棟構造では、起立状部３を設けて形成した導出部
２ａにて棟構造４内部の空気を棟構造外部へ導出することができ、棟内部、及びそれと連
通する屋根裏面の空気層の空気の流れを著しく速め、外気温の影響を室内に及ぼすことが
ない室内環境の建築物とすることができる。
【００２８】
　また、この第１実施例では、屋根が太陽電池１にて構築されているが、太陽電池１裏面
に滞留する温められた空気及び熱量を放出することで、太陽電池１の温度上昇を抑え、発
電効率の低下を防ぐことができる。
【００２９】
　図２に示す本発明の第２実施例は、横葺き屋根８の裏面側に、軒から棟に連通する空気
層８０が形成され、該空気層８０を棟構造４'内部と連通させ、該棟構造４'を形成する換
気面４０'は、横向きの複数のルーバー４１'を、換気部４２'である所定間隔を隔てて上
下方向に多数段連続させて形成してなり、最も下方に位置する換気部４２'は、棟内部の
空気を棟外部へ導出する導出部２ａである。そして、最下段に位置するルーバー４１'に
、跳ね上げ状になるように弧状片３ａをビス固定（ビス３ｂ）して起立状部３とし、その
棟側に位置する換気部４２'を導出部２ａ'とした構成である。
【００３０】
　なお、この第２実施例における棟構造４'は、ルーバー４１'の断面形状が僅かに異なる
以外は、前記第１実施例における棟構造４とほぼ同様であるから、同一符号に『'』を付
して説明を省略する。
【００３１】
　この第２実施例における屋根は、Ｃ形鋼からなる躯体８Ａの上に、流れ方向に連続する
縦桟材８Ｂが配設されて下地を構成し、該下地の上に下層材（外装材）８として、横葺き
外装材が施工されている。この下層材８は、面板部８１の水上側端部に表面側へ略く字状
に折り返して形成した被重合部８３が形成され、水下側端部には裏面側へ略コ字状に折り
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返して形成した重合部８２が形成され、下段側の外装材８の被重合部８３に、上段側の外
装材６の重合部８２を重合状に係合させている。
【００３２】
　そして、この図２（ａ）の棟構造でも、白抜き矢印にて示すように軒側下方から棟側上
方に向かって風（吹き上げ風）が吹いているため、前述のように最も下方に位置する換気
部４２'が、棟内部の空気を棟外部へ導出する導出部２ａ'となる。
　この起立状部３による空気の流れを、図２（ｂ）の拡大図にて説明すると、吹き上げ風
Ｗ１が起立状部３に誘導されて上方へ向かう風Ｗ２となって巻き戻る風Ｗ３となり、導出
部２ａ'の上方に乱流を起こして減圧状態とするため、棟内部の空気が棟外部へ吸い出さ
れる導出部２ａ'として作用することが実験によりわかった。そして、棟内部は、屋根８
の裏面側の軒から棟に連通する空気層８０と連通しているので、図２（ａ）にて破線矢印
にて示す空気の流れが促進され、棟内部及び屋根裏面の空気層８０の空気の流れを著しく
速め、外気温の影響を室内に及ぼすことがなく、室内環境の建築物とすることができる。
【００３３】
　図３は、最下段のルーバー４１に一体的に起立状部３を設けるバリエーションを示すも
のであり、より詳しくは最下段に設けるルーバー４１に代えて、立ち上げ片４１３～４１
８が起立状部３であるバリエーション（ルーバー４１III～４１VIII）を示す。なお、こ
の構成以外は、前記第１実施例と全く同様であるから、図面に同一符号を付して説明を省
略する。
【００３４】
　図３（ａ）は、弧状に形成した立ち上げ片４１３を設けたルーバー４１IIIを用いるも
のであって、別体の弧状片３ａを固定した前記第２実施例と全く同様に風が誘導され、導
出部２ａから棟内部の空気が排出される。
　図３（ｂ）は、上方へ傾斜状に立ち上げた先端を下方へ折り返した略へ字状の立ち上げ
片４１４を設けたルーバー４１IVを用いるものであって、導出部２ａから棟内部の空気が
排出される。
　図３（ｃ）は、平坦状の棟端を上方へ弧状に形成した立ち上げ片４１５を設けたルーバ
ー４１Ｖを用いるものであって、導出部２ａから棟内部の空気が排出される。
　図３（ｄ）は、上端を更に上方へ略へ字状に形成した立ち上げ片４１６を設けたルーバ
ー４１VIを用いるものであって、導出部２ａから棟内部の空気が排出される。
　図３（ｅ）は、傾斜状に立ち上げた立ち上げ片４１７を設けたルーバー４１VIIを、最
下段のルーバー４１の外側へ沿うように固定したものであって、導出部２ａから棟内部の
空気が排出される。
　図３（ｆ）は、傾斜状に立ち上げた立ち上げ片４１８を設けたルーバー４１VIIIを用い
るものであって、導出部２ａから棟内部の空気が排出される。
【００３５】
　図４は、最下段又は下から２番目のルーバー４１に別体の成形材３Ｉ～３VIIIを取り付
けて起立状部３とするバリエーションを示す。これらの何れの成形材３Ｉ～３VIIIも、必
要に応じてピース材でも連続材でも対応可能であり、それぞれの導出部２ａから棟内部の
空気が排出される。なお、この構成以外は、前記第１実施例と全く同様であるから、図面
に同一符号を付して説明を省略する。
【００３６】
　図４（ａ）は、金属板材等を略へ字状に成形した成形材３Ｉを最下段のルーバー４１の
上方に沿わせて固定したものである。
　図４（ｂ）は、金属製又は硬質樹脂製の押出型材（成形材３II）を下から２番目のルー
バー４１の上端にビス固定したものである。
　図４（ｃ）は、下から２番目のルーバー４１"を金属製又は硬質樹脂製の押出型材とす
ると共に、その上端に金属製又は硬質樹脂製の押出型材（成形材３III）をビス固定した
ものであり、２部材からなるルーバーを用いると見なすこともできる。
　図４（ｄ）は、略碇状の成形材３IVを下から２番目のルーバー４１に対して図中に点線
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で示すように取り付け、ビスや接着剤等を用いることなく回動（傾動）自在に取り付けら
れるものである。
　図４（ｅ）は、上方に開放する嵌合溝を形成した成形材３Ｖを下から２番目のルーバー
４１の上端に嵌合状に取り付けるものである。
　図４（ｆ）は、前記図４（ａ）とほぼ同様な形状を押出型材で成形し、最下段のルーバ
ー３VIとした。
　図４（ｇ）は、成形材３VIIが金属板材等から作成したこと以外は、図４（ｆ）と全く
同様である。
　図４（ｈ）は、厚肉の金属板材等からなる成形材３VIIIが最下段のルーバー４１の上端
にカシメて取り付けられているものである。
【００３７】
　図５は、換気面４０に設ける導出部２ａの配列バリエーションを示す。
　図５（ａ）及び図５（ｂ）は、前記図４（ｆ）における成形材３VIとほぼ同形状のアル
ミ押出材からなるルーバー４IXを、換気面４０の最下段のルーバー４１に代えて配設した
用いた以外は、前記第１実施例と同様であり、加えて図５（ｂ）では下から５番目にもル
ーバー４IXを配設した。これにより、図５（ａ）では、換気面４０の最下段の換気部４２
が導出部２ａとなり、これに加えて図５（ｂ）では、換気面４０の中程にも導出部２ａが
設けられる。
　また、図５（ｃ）は、前記図３（ａ）におけるルーバー４１IIIと近似する形状のルー
バー４Ｘを、通常のルーバー４１と交互に配設し、換気面４０のほぼ全面に亘って導出部
２ａが設けられるものとなる。
　このように導出部２ａは、一箇所のみに限定されず、二箇所、或いはそれ以上に設ける
ようにしてもよい。
【００３８】
　図６は、それ以外のバリエーションを示す。
　図６（ａ）は、隣接する二つのルーバー４１，４１に跨るように上方へ山状に突出する
成形材５１を固定するものであり、図中に示した点線で囲む部分にパンチング（穴あけ）
加工を施し、ビス止めして取り付けられる。
　図６（ｂ）は、ルーバー４１の上方縦部に、ルーバー４１を転用した成形材５２の下方
縦部をビス止めして取り付けたものである。
　これらの図６（ａ）の成形材５１、及び図６（ｂ）の上方の成形材５２は、既設の棟構
造に後付けすることができる。
　図６（ｃ）は、最下段のルーバー４１に代えて複数部材を組み合わせて形成される起立
状部５３を取り付けたものであり、補助固定材４３の外面側のルーバー４１は上下を逆に
取り付けている。
　図６（ｄ）は、最下段のルーバー４１と下から２段目のルーバー４１との間に複数部材
を組み合わせて形成される起立状部５４を取り付けたものである。
　図６（ｅ）は、最下段のルーバー４１に代えて上方へ高く略く字状に立ち上げると共に
下端を下から２段目のルーバー４１に固定した起立状部５５を取り付けたものである。
　図６（ｆ）は、最下段のルーバー４１に代えて上方へ高く立ち上げた部材と略コ字状の
部材とからなる起立状部５６を取り付けたものである。
　これらの図６（ｄ）～（ｆ）では、導出部２ａは、２段目のルーバー４１の棟側に形成
されるが、起立状部５４～５６にパンチング（穴あけ）加工を施してこの穴も図中に点線
で示すように導出部２ａとすることができる。、
【符号の説明】
【００３９】
　１　（両面受光型）太陽電池
　１０　（裏面の）空間層
　２　換気部
　２ａ　導出部
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　３　起立状部
　４　棟構造
　４１　ルーバー
　４２　換気部
　４３　補助固定材
　８　屋根（横葺き外装構造）
　８０　空間層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(11) JP 6099317 B2 2017.3.22

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開昭６０－２２６９４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０４８４２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０５６１４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１０９４６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０４４０３５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｄ　　１３／１６、１３／１８　　　　
              Ｈ０２Ｓ　　２０／２３、４０／１２
              Ｅ０４Ｈ　　　９／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

